
会  議  録 

会議の名称 第２回結城市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 時 令和７年１月２１日（火） 午後１時３０分～午後４時２０分 

開 催 場 所 結城市役所 大会議室２（４Ｆ） 

出 席 者 

委 員 

 

 

事務局 

軽部会長（議長）、知久田副会長、岩上委員、竹澤委員、 

小関委員、鈴木委員、黒川委員、平委員、藤田委員、 

谷田委員、清本委員、柴委員 

河添部長、枝課長、吉羽補佐、市原係長 

議   題 
（１）結城市指定ごみ袋の導入について 

（２）プラスチック資源循環促進法に伴う対象製品の分別収集について 

公開・非公開 

の別 
公 開 

傍聴人の数 １名 

審 議 内 容 

１開会 

 

２あいさつ 

  結城市廃棄物減量等推進審議会の会長から、地球温暖化の話題に触

れて、結城市のごみの減量化や分別により再資源化等を進めることで、

温暖化防止、脱炭素に繋がっていくと思われるので、どのような方法

がいいのか、委員の忌憚のないご意見を伺いながら、まとめていきた

いとあいさつがあった。 

 

３議題 

（１）結城市指定ごみ袋の導入について 

指定ごみ袋のメリット、デメリット、ごみ処理概要、他市町村の導入

状況等について、資料に基づき事務局より説明を行った。 

説明に対する委員からの意見はなかったため、委員長が順番に意見

を確認した。 

 

① 指定ごみ袋（結城市の名前が入ったごみ袋）の導入について 

・導入賛成が多数となった。賛成の理由として、「責任をもってごみ

を出してもらいたい」、「隣接の市町などからの持ち込みに少し歯

止めになる」等の意見があった。また、導入する場合でも、「準備

期間をとり、市民に丁寧な説明とそれによる市民の理解が必要」、

「価格も可能な限り安価な方が良い」との意見があった。 

・反対意見として、「特に指定しなくても規格等を指定すればいい

のではないか。また、コスト的にも高くなるのではないか。」とい

った意見があった。 

 

②指定ごみ袋を導入するごみの範囲について 

・指定ごみ袋を導入するごみは、可燃ごみのみ導入すべきが多く、

意見として「不燃ごみは指定袋でなく、通常の透明ごみ袋で可と

すれば問題ない」、不燃ごみも指定袋とする意見としては「回収中

の事故を防ぐため、確認のしやすい透明袋を指定すべき」との意

見があった。 



 

② 袋サイズについて 

・袋サイズは、可燃ごみの袋サイズが、45 リットル、30 リットル、

20 リットル、不燃ごみの袋サイズが、20 リットル、10 リットル。

理由として、家族構成等によってごみの発生量やごみの出し方が

異なるため、これらのサイズが必要との意見があった。 

 

③ 袋の形状について 

・袋の形状は「取って付き」が好ましいとの意見が多いが、「コスト

が高くなるようであれば、取ってなしの方が良い」など、袋の選択

において価格が大きなポイントでもあった。また、「収集する場

合、袋の形状ではなく、破裂による飛散があるため、空気が抜けて

いることが重要」との意見があった。 

 

 

（２）プラスチック資源循環促進法に伴う対象製品の分別収集について 

  プラスチック製品の分別収集については、資料の説明のほか、筑西

広域市町村圏事務組合全体として、令和８年度中に実施する予定で検

討を進めていること、今後市民説明会などを開催し、丁寧に説明する

予定であることを説明した。 

  委員からは、「アパートも含め周知は徹底してもらいたい」との意見

があった。 

 

 

その他 

 ・今後のスケジュールについて説明を行った。 

 

問 合 せ 先 

（事務局） 

結城市役所 経済環境部 生活環境課 生活環境係 

 ＴＥＬ ０２９６－３４－０３７０ （直通） 

 ＦＡＸ ０２９６－３３－１９４１ 

 ｅ－ｍａｉｌ seikatukankyou@city.yuki.lg.jp  

そ の 他 

添付書類 

・第２回審議会次第 
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